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議案 第 １ ２号 の 参 考資 料

熊谷 市 行 政組 織 条 例の 一 部 を 改 正 す る条 例 案 新旧 対 照 表

熊谷 市 行 政組 織 条 例（ 平 成 １７ 年 条 例第 ６ 号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部分 ）

改 正 案 現 行

（ 分 掌 事 務 ）

第 ２ 条 部 及 び 室 の 分 掌 事 務 を 次 の と お

り 定 め る 。

市 長 公 室  （ 略 ）

総 合 政 策 部

‘ ⑴ ～ ⑺  （ 略 ）

総 務 部 ～ 環 境 部 （ 略 ）

産 業 振 興 部

⑴ （ 略 ）

⑵ 観 光 に 関 す る こ と 。

⑶ ～ ⑸  （ 略 ）

都 市 整 備 部 ・ 建 設 部 （ 略 ）

（ 分 掌 事 務 ）

第 ２ 条 部 及 び 室 の 分 掌 事 務 を 次 の と お

り 定 め る 。

市 長 公 室  （ 略 ）

総 合 政 策 部

‘ ⑴ ～ ⑺  （ 略 ）

⑻ 観 光 に 関 す る こ と 。

総 務 部 ～ 環 境 部 （ 略 ）

産 業 振 興 部

‘ ⑴  （ 略 ）

‘  ⑵ ～ ⑷  （ 略 ）

都 市 整 備 部 ・ 建 設 部 （ 略 ）
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議案 第 １ ３号 の 参 考資 料

熊谷 市 情 報公 開 条 例の 一 部 を 改 正 す る条 例 案 新旧 対 照 表

熊谷 市 情 報公 開 条 例（ 平 成 １ ７ 年 条 例第 １ ０ 号）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

⑴  実 施 機 関  市 長 、 教 育 委 員 会 、 選

挙 管 理 委 員 会 、 公 平 委 員 会 、 監 査 委

員 、 農 業 委 員 会 、 固 定 資 産 評 価 審 査

委 員 会 、 消 防 長 及 び 議 会 を い う 。  

⑵ ・ ⑶  （ 略 ）

（ 行 政 情 報 の 原 則 公 開 ）  

第 ７ 条  実 施 機 関 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 行 政 情 報 の 公 開 の 請 求（ 以 下「 公

開 請 求 」と い う 。）が あ っ た 場 合 は 、公

開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 に 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 情 報 （ 以 下 「 非 公 開

情 報 」と い う 。）が 含 ま れ て い る と き を

除 き 、 請 求 者 に 当 該 行 政 情 報 を 公 開 し

な け れ ば な ら な い 。  

⑴ （ 略 ）

⑵ 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平

成 １ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 第 ６ ０ 条 第

３ 項 に 規 定 す る 行 政 機 関 等 匿 名 加 工

情 報 （ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 行 政 機

関 等 匿 名 加 工 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す

る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て

「 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 」 と い

う 。）又 は 行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の

作 成 に 用 い た 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る

保 有 個 人 情 報 か ら 削 除 し た 同 法 第 ２

条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 記 述 等 若

し く は 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 個 人 識

別 符 号

⑶ ～ ⑼ （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ）

（ 公 開 請 求 に 対 す る 決 定 等 ）

第 ９ 条  実 施 機 関 は 、 公 開 請 求 が あ っ た

と き は 、 公 開 請 求 を 受 け た 日 か ら 起 算

（ 定 義 ）

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。

⑴  実 施 機 関  市 長 、 教 育 委 員 会 、 選

挙 管 理 委 員 会 、 公 平 委 員 会 、 監 査 委

員 、 農 業 委 員 会 、 固 定 資 産 評 価 審 査

委 員 会 及 び 議 会 を い う 。

⑵ ・ ⑶  （ 略 ）

（ 行 政 情 報 の 原 則 公 開 ）

第 ７ 条  実 施 機 関 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 行 政 情 報 の 公 開 の 請 求（ 以 下「 公

開 請 求 」と い う 。）が あ っ た 場 合 は 、公

開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 に 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 情 報 （ 以 下 「 非 公 開

情 報 」と い う 。）が 含 ま れ て い る と き を

除 き 、 請 求 者 に 当 該 行 政 情 報 を 公 開 し

な け れ ば な ら な い 。

⑴ （ 略 ）

⑵ ～ ⑻ （ 略 ）

２ ・ ３ （ 略 ）

（ 公 開 請 求 に 対 す る 決 定 等 ）

第 ９ 条  実 施 機 関 は 、 公 開 請 求 が あ っ た

と き は 、 公 開 請 求 を 受 け た 日 か ら 起 算
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改 正 案 現 行

し て １ ５ 日 以 内 に 、 公 開 請 求 に 対 す る

公 開 の 可 否 の 決 定 を し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ

り 補 正 を 求 め た 場 合 に あ っ て は 、 当 該

補 正 に 要 し た 日 数 は 、 当 該 期 間 に 算 入

し な い 。

２  （ 略 ）

３  実 施 機 関 は 、 第 １ 項 の 決 定 を す る 場

合 に お い て 、 行 政 情 報 の 公 開 を し な い

旨 の 決 定 （ 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

公 開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 の 一 部 を 公 開

し な い 場 合 及 び 前 条 の 規 定 に よ り 公 開

請 求 を 拒 否 す る 場 合 の 決 定 を 含 む 。）を

し た と き は 、 前 項 の 書 面 に そ の 理 由 を

記 載 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 当 該 行 政 情 報 が 期 間 の 経 過 に

よ り 公 開 で き 、 か つ 、 そ の 期 日 が 明 示

で き る と き は 、 そ の 期 日 を 併 せ て 記 載

し な け れ ば な ら な い 。

４ 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機

関 は 、 事 務 処 理 上 の 困 難 そ の 他 正 当 な

理 由 が あ る と き は 、 公 開 請 求 を 受 け た

日 か ら 起 算 し て ４ ５ 日 を 限 度 と し て 、

そ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 実 施 機 関 は 、 請 求 者

に 対 し 、 速 や か に 当 該 延 長 の 理 由 及 び

決 定 で き る 期 間 を 書 面 に よ り 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。

５ 公 開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 が 著 し く 大

量 で あ る た め 、 公 開 請 求 を 受 け た 日 か

ら ４ ５ 日 以 内 に そ の 全 て に つ い て 第 １

項 の 決 定 を す る こ と に よ り 事 務 の 遂 行

に 著 し い 支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る 場

合 に は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実

施 機 関 は 、 公 開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 の

う ち の 相 当 の 部 分 に つ き 当 該 期 間 内 に

第 １ 項 の 決 定 を し 、 残 り の 行 政 情 報 に

つ い て は 相 当 の 期 間 内 に 同 項 の 決 定 を

す れ ば 足 り る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実

施 機 関 は 、 同 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 、

請 求 者 に 対 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 書 面

し て １ ５ 日 以 内 に 、 公 開 請 求 に 対 す る

公 開 の 可 否 の 決 定 を し な け れ ば な ら な

い 。

２ （ 略 ）

３  実 施 機 関 は 、 第 １ 項 の 決 定 を す る 場

合 に お い て 、 行 政 情 報 の 公 開 を し な い

旨 の 決 定 （ 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

公 開 請 求 に 係 る 行 政 情 報 の 一 部 を 公 開

し な い 場 合 及 び 前 条 の 規 定 に よ り 公 開

請 求 を 拒 否 す る 場 合 の 決 定 を 含 む 。 以

下「 非 公 開 等 の 決 定 」と い う 。）を し た

と き は 、 前 項 の 書 面 に そ の 理 由 を 記 載

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い

て 、 当 該 行 政 情 報 が 期 間 の 経 過 に よ り

公 開 で き 、 か つ 、 そ の 期 日 が 明 示 で き

る と き は 、 そ の 期 日 を 併 せ て 記 載 し な

け れ ば な ら な い 。

４ 実 施 機 関 は 、 や む を 得 な い 理 由 に よ

り 、 第 １ 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 同 項 の

決 定 を す る こ と が で き な い と き は 、 公

開 請 求 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日

を 限 度 と し て 、 そ の 期 間 を 延 長 す る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 実 施

機 関 は 、 請 求 者 に 対 し 、 速 や か に 当 該

延 長 の 理 由 及 び 決 定 で き る 期 間 を 書 面

に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
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改 正 案 現 行

に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

⑴ こ の 項 を 適 用 す る 旨 及 び そ の 理 由

⑵ 残 り の 行 政 情 報 に つ い て 第 １ 項 の

決 定 を す る 期 限

６ （ 略 ） ５ （ 略 ）
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議案 第 １ ４号 の 参 考資 料

熊谷 市 職 員定 数 条 例 の 一 部 を改 正 す る条 例 案 新旧 対 照 表

熊谷 市 職 員定 数 条 例 （ 平 成 １７ 年 条 例第 ３ ０ 号）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 職 員 の 定 数 ）

第 ２ 条 前 条 の 職 員 の 定 数 は 、 次 の と お

り と す る 。  

⑴ ～ ⑻  （ 略 ）

⑼ 消 防 職 員 ２ ７ ５ 人

２ （ 略 ）

（ 職 員 の 定 数 ）

第 ２ 条 前 条 の 職 員 の 定 数 は 、 次 の と お

り と す る 。  

⑴ ～ ⑻  （ 略 ）

⑼ 消 防 職 員 ２ ４ ７ 人

２ （ 略 ）
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議案 第 １ ５号 の 参 考資 料

熊 谷市 職 員 の分 限 に 関す る 手 続 及 び 効 果に 関 す る条 例 の 一部 を

改正 す る 条例 案 新 旧 対 照 表  

熊谷市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１７

年条例第３１号）  

（下 線 部 分は 改 正 部分 ）

改 正 案 現 行

 熊 谷 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 条 例

（ 趣 旨 ）

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和

２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。）第 ２ ８ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 職 員 の 意 に 反 す る 降 任 、 免 職 及

び 休 職 の 手 続 及 び 効 果 並 び に 職 員 の 失 職

の 特 例 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。

 （ 休 職 者 の 身 分 取 扱 い ）

第 ４ 条  （ 略 ）

（ 失 職 の 特 例 ）

第 ５ 条  任 命 権 者 は 、 禁 錮 の 刑 に 処 せ ら れ

た 職 員 の う ち 、 そ の 刑 に 係 る 罪 が 過 失 に

よ る も の で あ り 、 か つ 、 そ の 刑 の 執 行 を

猶 予 さ れ た 者 に つ い て は 、 情 状 を 考 慮 し

て 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の

職 を 失 わ な い も の と す る こ と が で き る 。

２  前 項 の 規 定 に よ り そ の 職 を 失 わ な い も

の と さ れ た 職 員 が そ の 刑 の 執 行 猶 予 の 言

渡 し を 取 り 消 さ れ た と き は 、 当 該 取 消 し

の 日 に そ の 職 を 失 う 。

（ 委 任 ）

第 ６ 条  （ 略 ）

熊 谷 市 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び

効 果 に 関 す る 条 例

（ 趣 旨 ）

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和

２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。）第 ２ ８ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、職

員 の 意 に 反 す る 降 任 、 免 職 及 び 休 職 の 手

続 及 び 効 果 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。

 （ 休 職 者 の 身 分 取 扱 い ）

第 ４ 条  （ 略 ）

（ 委 任 ）

第 ５ 条 （ 略 ）
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議案第１６号の参考資料

熊谷市職員退職手当条例の一部を改正する条例案新旧対照表

熊谷市職員退職手当条例（平成１７年条例第５４号）  

（下線部分は改正部分）

改 正 案 現 行 

 

 

 

 

（ 退 職 手 当 の 支 給 ）

第 ２ 条 （ 略 ）

２ 職 員 以 外 の 者 の う ち 、 職 員 に つ い て

定 め ら れ て い る 勤 務 時 間 以 上 勤 務 し た

日 （ 法 令 又 は 条 例 若 し く は こ れ に 基 づ

く 規 則 に よ り 、 勤 務 を 要 し な い こ と と

さ れ 、又 は 休 暇 を 与 え ら れ た 日 を 含 む 。

第 １ ４ 条 第 ２ 項 に お い て 「 勤 務 日 数 」

と い う 。）が １ ８ 日（ １ 月 間 の 日 数（ 熊

谷 市 の 休 日 を 定 め る 条 例  （ 平 成 １ ７ 年

条 例 第 ２ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ

る 日 の 日 数 は 、算 入 し な い 。）が ２ ０ 日

に満た ない日 数の 場合 にあっ ては 、１ ８

日 か ら ２ ０ 日 と 当 該 日 数 と の 差 に 相 当

す る 日 数 を 減 じ た 日 数 。 第 １ ４ 条 第 ２

項 に お い て「 職 員 み な し 日 数 」と い う 。）

以 上 あ る 月 が 引 き 続 い て １ ２ 月 を 超 え

る に 至 っ た も の で 、 そ の 超 え る に 至 っ

た 日 以 後 引 き 続 き 当 該 勤 務 時 間 に よ り

勤 務 す る こ と と さ れ て い る 者 は 、 職 員

と み な し て 、 こ の 条 例 （ 第 ４ 条 中 １ １

年 以 上 ２ ５ 年 未 満 の 期 間 勤 続 し た 者 の

通 勤 に よ る 負 傷 又 は 病 気（ 以 下「 傷 病 」

と い う 。）に よ る 退 職 及 び 死 亡 に よ る 退

職 に 係 る 部 分 以 外 の 部 分 並 び に 第 ５ 条

中 公 務 上 の 傷 病 又 は 死 亡 に よ る 退 職 に

か か る 部 分 並 び に ２ ５ 年 以 上 勤 続 し た

者 の 通 勤 に よ る 傷 病 に よ る 退 職 及 び 死

亡 に よ る 退 職 に 係 る 部 分 以 外 の 部 分 を

除 く 。）の 規 定 を 適 用 す る 。た だ し 、地

方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号

に 掲 げ る 職 員 に つ い て は 、 こ の 限 り で

な い 。  

（ 失 業 者 の 退 職 手 当 ）

第 １ ４ 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 基 準 勤 続 期 間 と は 、 職 員 と し

て の 勤 続 期 間 を い う 。 こ の 場 合 に お い

て 、 当 該 勤 続 期 間 に 係 る 職 員 と な っ た

（ 退 職 手 当 の 支 給 ）

第 ２ 条 （ 略 ）

２ 職 員 以 外 の 者 の う ち 、 職 員 に つ い て

定 め ら れ て い る 勤 務 時 間 以 上 勤 務 し た

日 （ 法 令 又 は 条 例 若 し く は こ れ に 基 づ

く 規 則 に よ り 、 勤 務 を 要 し な い こ と と

され、又 は休 暇を与 え られた 日を含 む 。）

が １ ８ 日 以 上 あ る 月 が 引 き 続 い て １ ２

月 を 超 え る に 至 っ た も の で 、 そ の 超 え

る に 至 っ た 日 以 後 引 き 続 き 当 該 勤 務 時

間 に よ り 勤 務 す る こ と と さ れ て い る 者

は 、 職 員 と み な し て 、 こ の 条 例 （ 第 ４

条 中 １ １ 年 以 上 ２ ５ 年 未 満 の 期 間 勤 続

し た 者 の 通 勤 に よ る 負 傷 又 は 病 気 （ 以

下「 傷 病 」と い う 。）に よ る 退 職 及 び 死

亡 に よ る 退 職 に 係 る 部 分 以 外 の 部 分 並

び に 第 ５ 条 中 公 務 上 の 傷 病 又 は 死 亡 に

よ る 退 職 に か か る 部 分 並 び に ２ ５ 年 以

上 勤 続 し た 者 の 通 勤 に よ る 傷 病 に よ る

退 職 及 び 死 亡 に よ る 退 職 に 係 る 部 分 以

外 の 部 分 を 除 く 。） の 規 定 を 適 用 す る 。

た だ し 、 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第

１ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 職 員 に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。  

（ 失 業 者 の 退 職 手 当 ）

第 １ ４ 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 基 準 勤 続 期 間 と は 、 職 員 と し

て の 勤 続 期 間 を い う 。 こ の 場 合 に お い

て 、 当 該 勤 続 期 間 に 係 る 職 員 と な っ た
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改 正 案 現 行

日 前 に 職 員 又 は 職 員 以 外 の 者 で 勤 務 日

数 が 職 員 み な し 日 数 以 上 あ る 月 が １ 月

以 上 あ る も の （ 季 節 的 業 務 に ４ か 月 以

内 の 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ 、 又 は 季 節

的 に ４ か 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 雇 用 さ

れ て い た 者 に あ っ て は 、 引 き 続 き 当 該

所 定 の 期 間 を 超 え て 勤 務 し た も の に 限

る 。）で あ っ た 者（ 以 下 こ の 項 に お い て

「 職 員 等 」と い う 。）で あ っ た こ と が あ

る も の に つ い て は 、 当 該 職 員 等 で あ っ

た 期 間 を 含 む も の と し 、 当 該 勤 続 期 間

又 は 当 該 職 員 等 で あ っ た 期 間 に 次 の 各

号 に 掲 げ る 期 間 が 含 ま れ て い る と き

は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 に 該 当 す る

全 て の 期 間 を 除 く 。  

⑴ ・ ⑵ （ 略 ）

３ ～ １ ７ （ 略 ）

日 前 に 職 員 又 は 職 員 以 外 の 者 で 職 員 に

つ い て 定 め ら れ て い る 勤 務 時 間 以 上 勤

務 し た 日 （ 法 令 又 は 条 例 若 し く は こ れ

に 基 づ く 規 則 に よ り 、 勤 務 を 要 し な い

こ と と さ れ 、 又 は 休 暇 を 与 え ら れ た 日

を 含 む 。）が １ ８ 日 以 上 あ る 月 が １ 月 以

上 あ る も の （ 季 節 的 業 務 に ４ か 月 以 内

の 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ 、 又 は 季 節 的

に ４ か 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ

て い た 者 に あ っ て は 、 引 き 続 き 当 該 所

定 の 期 間 を 超 え て 勤 務 し た も の に 限

る 。）で あ っ た 者（ 以 下 こ の 項 に お い て

「 職 員 等 」と い う 。）で あ っ た こ と が あ

る も の に つ い て は 、 当 該 職 員 等 で あ っ

た 期 間 を 含 む も の と し 、 当 該 勤 続 期 間

又 は 当 該 職 員 等 で あ っ た 期 間 に 次 の 各

号 に 掲 げ る 期 間 が 含 ま れ て い る と き

は 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 期 間 に 該 当 す る

全 て の 期 間 を 除 く 。  

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  

３ ～ １ ７ （ 略 ）
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議案 第 １ ７号 の 参 考資 料

熊谷 市 国 民健 康 保 険条 例 の 一 部 を 改 正す る 条 例案 新 旧 対照 表

熊谷 市 国 民健 康 保 険条 例 （ 平 成 １ ７ 年条 例 第 １６ ０ 号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 被 保 険 者 と し な い 者 ）

第 ５ 条 次 に 掲 げ る 者 は 、 被 保 険 者 と し

な い 。

⑴ 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第

１ ３ ３ 号 ）に 基 づ く 養 護 老 人 ホ ー ム

又 は 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に 入 所 し

て い る 者 で あ っ て 、市 長 が 当 該 施 設

の 長 の 意 見 を 聴 い て 定 め る 者  

⑵ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第

１ ６ ４ 号 ） に 基 づ き 、 措 置 に よ り 児

童 福 祉 施 設 に 入 所 し て い る 児 童 、小

規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者

若 し く は 里 親 に 委 託 さ れ て い る 児

童 又 は 一 時 保 護 が 行 わ れ た 児 童 で

あ っ て 、 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第

８ ９ 号 ）の 規 定 に よ る 扶 養 義 務 者 の

な い 者  

（ 出 産 育 児 一 時 金 ）  

第 ８ 条  被 保 険 者 が 出 産 し た と き は 、 当

該 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 に 対

し 、 出 産 育 児 一 時 金 と し て ４ ０ 万 ８ 千

円 を 支 給 す る 。 た だ し 、 市 長 が 健 康 保

険 法 施 行 令 （ 大 正 １ ５ 年 勅 令 第 ２ ４ ３

号 ） の 規 定 に よ る 出 産 育 児 一 時 金 の 金

額 等 を 勘 案 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ

れ に １ 万 ２ 千 円 を 上 限 と し て 加 算 し た

額 を 支 給 す る 。  

２  （ 略 ）

（ 被 保 険 者 と し な い 者 ）  

第 ５ 条  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第

１ ６ ４ 号 ） に 基 づ き 、 措 置 に よ り 児 童

福 祉 施 設 に 入 所 し て い る 児 童 、 小 規 模

住 居 型 児 童 養 育 事 業 を 行 う 者 若 し く は

里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童 又 は 一 時 保

護 が 行 わ れ た 児 童 で あ っ て 、 民 法 （ 明

治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） の 規 定 に よ る

扶 養 義 務 者 の な い も の は 、 被 保 険 者 と

し な い 。

（ 出 産 育 児 一 時 金 ）  

第 ８ 条  被 保 険 者 が 出 産 し た と き は 、 当

該 被 保 険 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 に 対

し 、 出 産 育 児 一 時 金 と し て ４ ８ 万 ８ 千

円 を 支 給 す る 。 た だ し 、 市 長 が 健 康 保

険 法 施 行 令 （ 大 正 １ ５ 年 勅 令 第 ２ ４ ３

号 ） の 規 定 に よ る 出 産 育 児 一 時 金 の 金

額 等 を 勘 案 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ

れ に １ 万 ２ 千 円 を 上 限 と し て 加 算 し た

額 を 支 給 す る 。  

２  （ 略 ）
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議案 第 １ ８号 の 参 考資 料

熊 谷市 農 業 振興 対 策 委 員 会 条 例の 一 部 を改 正 す る条 例 案 新旧 対

照表

熊谷 市 農 業振 興 対 策 委 員 会 条例 （ 平 成１ ７ 年 条例 第 １ ９３ 号 ）

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 庶 務 ）

第 ９ 条 委 員 会 の 庶 務 は 、産 業 振 興 部 農 業

政 策 課 に お い て 処 理 す る 。

（ 庶 務 ）

第 ９ 条 委 員 会 の 庶 務 は 、産 業 振 興 部 農 業

振 興 課 に お い て 処 理 す る 。
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議案 第 １ ９号 の 参 考資 料

熊 谷市 企 業 職員 の 給 与 の 種 類 及び 基 準 に関 す る 条例 の 一 部を 改

正す る 条 例案 新 旧 対 照 表

熊 谷市 企 業 職員 の 給 与 の 種 類 及び 基 準 に関 す る 条例 （ 平 成１ ７

年条 例 第 ２２ ４ 号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 退 職 手 当 ）

第 １ ４ 条 （ 略 ）

２ 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 退 職 手

当 は 、 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １

項 第 ２ 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 常 時 勤

務 を 要 す る 職 員 に つ い て 定 め ら れ て い

る 勤 務 時 間 以 上 勤 務 し た 日 （ 法 令 又 は

条 例 若 し く は こ れ に 基 づ く 規 程 に よ

り 、 勤 務 を 要 し な い こ と と さ れ 、 又 は

休 暇 を 与 え ら れ た 日 を 含 む 。）が １ ８ 日

（ １ 月 間 の 日 数 （ 熊 谷 市 の 休 日 を 定 め

る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ２ 号 ） 第 １

条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 日 の 日 数 は 、 算

入 し な い 。）が ２ ０ 日 に 満 た な い 日 数 の

場 合 に あ っ て は 、 １ ８ 日 か ら ２ ０ 日 と

当 該 日 数 と の 差 に 相 当 す る 日 数 を 減 じ

た 日 数 ） 以 上 あ る 月 が 引 き 続 い て ６ か

月 を 超 え る に 至 っ た 者 で 、 そ の 超 え る

に 至 っ た 月 以 後 引 き 続 き 当 該 勤 務 時 間

に よ り 勤 務 す る こ と と さ れ て い る も の

に 対 し て 支 給 す る 。  

３ ～ ８  （ 略 ）

（ 退 職 手 当 ）

第 １ ４ 条 （ 略 ）

２ 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 退 職 手

当 は 、 地 方 公 務 員 法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １

項 第 ２ 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 、 常 時 勤

務 を 要 す る 職 員 に つ い て 定 め ら れ て い

る 勤 務 時 間 以 上 勤 務 し た 日 （ 法 令 又 は

条 例 若 し く は こ れ に 基 づ く 規 程 に よ

り 、 勤 務 を 要 し な い こ と と さ れ 、 又 は

休 暇 を 与 え ら れ た 日 を 含 む 。）が １ ８ 日

以 上 あ る 月 が 引 き 続 い て ６ か 月 を 超 え

る に 至 っ た 者 で 、 そ の 超 え る に 至 っ た

月 以 後 引 き 続 き 当 該 勤 務 時 間 に よ り 勤

務 す る こ と と さ れ て い る も の に 対 し て

支 給 す る 。  

３ ～ ８ （ 略 ）
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議案 第 ２ ０号 の 参 考資 料

熊 谷市 消 防 団員 等 公 務 災 害 補 償審 査 会 条例 の 一 部を 改 正 する 条

例案 新 旧 対照 表

熊 谷市 消 防 団員 等 公 務 災 害 補 償審 査 会 条例 （ 平 成１ ７ 年 条例 第

２２７号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 庶 務 ）

第 ６ 条 審 査 会 の 庶 務 は 、消 防 本 部 消 防 総

務 課 に お い て 処 理 す る 。

（ 庶 務 ）

第 ６ 条 審 査 会 の 庶 務 は 、消 防 本 部 警 防 課

に お い て 処 理 す る 。
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議案 第 ２ １号 の 参 考資 料

熊 谷市 消 防 団員 の 定 員 、 任 免 、給 与 、 服務 等 に 関す る 条 例の 一

部を 改 正 する 条 例 案 新 旧 対 照表

熊 谷市 消 防 団員 の 定 員 、 任 免 、給 与 、 服務 等 に 関す る 条 例（ 平

成１ ８ 年 条例 第 １ ８ ６ 号 ）

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

 

 （ 服 務 規 律 ）  

第 ８ 条  団 員 は 、 団 長 の 招 集 に よ っ て 出

動 し 、 職 務 に 従 事 す る も の と す る 。 た

だ し 、招 集 を 受 け な い 場 合 で あ っ て も 、

災 害（ 水 火 災 又 は 地 震 等 の 災 害 を い う 。

以 下 同 じ 。）の 発 生 を 知 っ た と き は 、あ

ら か じ め 指 定 す る と こ ろ に 従 い 、 直 ち

に 出 動 し 、 職 務 に 従 事 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 報 酬 ）

第 １ ２ 条  団 員 の 報 酬 は 、 年 額 報 酬 及 び

出 動 報 酬 と す る 。

２ 団 員 に は 、 別 表 第 １ に よ り 年 額 報 酬

を 支 給 す る 。

３ 団 員 が 災 害 、 警 戒 、 訓 練 等 の 職 務 に

従 事 す る 場 合 に お い て は 、 別 表 第 ２ に

よ り 出 動 報 酬 を 支 給 す る 。

（ 費 用 弁 償 ）

第 １ ３ 条  団 員 が 災 害 、 警 戒 、 訓 練 等 の

職 務 に 従 事 す る 場 合 に お い て は 、 費 用

弁 償 を 支 給 す る 。 費 用 弁 償 の 額 及 び 支

給 方 法 に つ い て は 、 予 算 の 範 囲 内 で 市

長 が 別 に 定 め る 。

２  （ 略 ）

別 表 第 １ （ 第 １ ２ 条 関 係 ）

年 額 報 酬

 （ 服 務 規 律 ）  

第 ８ 条  団 員 は 、 団 長 の 招 集 に よ っ て 出

動 し 、 職 務 に 従 事 す る も の と す る 。 た

だ し 、招 集 を 受 け な い 場 合 で あ っ て も 、

水 火 災 そ の 他 の 災 害 の 発 生 を 知 っ た と

き は 、 あ ら か じ め 指 定 す る と こ ろ に 従

い 、 直 ち に 出 動 し 、 職 務 に 従 事 し な け

れ ば な ら な い 。

（ 報 酬 ）

第 １ ２ 条  団 員 に は 、 次 に よ り 報 酬 を 支

給 す る 。

（ 費 用 弁 償 ）  

第 １ ３ 条  団 員 が 水 火 災 、 警 戒 、 訓 練 等

の 職 務 に 従 事 す る 場 合 に お い て は 、 費

用 弁 償 を 支 給 す る 。 費 用 弁 償 の 額 及 び

支 給 方 法 に つ い て は 、 予 算 の 範 囲 内 で

市 長 が 別 に 定 め る 。  

２  （ 略 ）

階 級 報 酬 額 （ 年 額 ）

団 長 １ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円

副 団 長 １ ３ ２ ， ０ ０ ０ 円

分 団 長 １ ０ ８ ， ０ ０ ０ 円

副 分 団 長 ８ ８ ， ０ ０ ０ 円

部 長 ７ ２ ， ０ ０ ０ 円

班 長 ６ ２ ， ０ ０ ０ 円

団 員 ５ ６ ， ０ ０ ０ 円

階 級 報 酬 の 額
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改 正 案 現 行

団 長 １ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円

副 団 長 １ ３ ２ ， ０ ０ ０ 円

分 団 長 １ ０ ８ ， ０ ０ ０ 円

副 分 団 長 ８ ８ ， ０ ０ ０ 円

部 長 ７ ２ ， ０ ０ ０ 円

班 長 ６ ２ ， ０ ０ ０ 円

団 員 ５ ６ ， ０ ０ ０ 円

 別 表 第 ２ （ 第 １ ２ 条 関 係 ）

１ 日 当 た り の 出 動 報 酬

種 別 要 件 報 酬 の 額

災 害 ４ 時 間 未 満

の 職 務 に 従

事 し た 場 合

４ ， ０ ０ ０ 円

４ 時 間 以 上

の 職 務 に 従

事 し た 場 合

８ ， ０ ０ ０ 円

警 戒 警 戒 等 の 職

務 に 従 事 し

た 場 合

１ 時 間 に つ き

１ ， ０ ０ ０ 円

訓 練 訓 練 の 職 務

に 従 事 し た

場 合

３ ， ０ ０ ０ 円

指 導 ４ 時 間 未 満

の 職 務 に 従

事 し た 場 合

４ ， ０ ０ ０ 円

４ 時 間 以 上

の 職 務 に 従

事 し た 場 合

８ ， ０ ０ ０ 円

そ の

他 の

職 務

そ の 他 団 長

の 招 集 命 令

に よ る 職 務

に 従 事 し た

場 合

１ ， ０ ０ ０ 円
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議案 第 ２ ２号 の 参 考資 料

熊 谷市 特 定 教育 ・ 保 育 施 設 及 び特 定 地 域型 保 育 事業 の 運 営に 関

する 基 準 を定 め る 条 例 の 一 部を 改 正 する 条 例 案新 旧 対 照表

熊 谷市 特 定 教育 ・ 保 育 施 設 及 び特 定 地 域型 保 育 事業 の 運 営に 関

する 基 準 を定 め る 条 例 （ 平 成２ ６ 年 条例 第 ２ ９号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 懲 戒 に 係 る 権 限 の 濫 用 禁 止 ）  

第 ２ ７ 条  特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 （ 幼 保 連

携 型 認 定 こ ど も 園 及 び 保 育 所 に 限 る 。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）の 長 で あ る

特 定 教 育・保 育 施 設 の 管 理 者 は 、教 育 ・

保 育 給 付 認 定 子 ど も に 対 し 児 童 福 祉 法

第 ４ ７ 条 第 ３ 項 本 文 の 規 定 に よ り 懲 戒

に 関 し そ の 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も

の 福 祉 の た め に 必 要 な 措 置 を 採 る と き

は 、 身 体 的 苦 痛 を 与 え 、 人 格 を 辱 め る

等 そ の 権 限 を 濫 用 し て は な ら な い 。

（ 特 別 利 用 保 育 の 基 準 ）

第 ３ ６ 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 が 、 第 １ 項 の 規

定 に よ り 特 別 利 用 保 育 を 提 供 す る 場 合

に は 、 特 定 教 育 ・ 保 育 に は 特 別 利 用 保

育 を 、 施 設 型 給 付 費 に は 特 例 施 設 型 給

付 費 （ 法 第 ２ ８ 条 第 １ 項 の 特 例 施 設 型

給 付 費 を い う 。 次 条 第 ３ 項 に お い て 同

じ 。）を 、そ れ ぞ れ 含 む も の と し て 、こ

の 章 （ 第 ７ 条 第 ３ 項 及 び 第 ８ 条 第 ２ 項

を 除 く 。）の 規 定 を 適 用 す る 。こ の 場 合

に お い て 、 第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 認 定 こ ど

も 園 及 び 幼 稚 園 」 と あ る の は 「 特 別 利

用 保 育 を 提 供 し て い る 施 設 」と 、「同 号

に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 」 と あ

る の は 「 同 号 又 は 同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る

小 学 校 就 学 前 子 ど も に 」 と 、 第 １ ４ 条

第 ２ 項 中 「 第 ２ ７ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 掲

げ る 額 」 と あ る の は 「 第 ２ ８ 条 第 ２ 項

第 ２ 号 の 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に

よ り 算 定 し た 費 用 の 額 」 と 、 同 条 第 ４

項 第 ３ 号 イ （ア）中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

子 ど も 」 と あ る の は 「 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 子 ど も（ 特 別 利 用 保 育 を 受 け る 者

第 ２ ７ 条 削 除

 （ 特 別 利 用 保 育 の 基 準 ）

第 ３ ６ 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 が 、 第 １ 項 の 規

定 に よ り 特 別 利 用 保 育 を 提 供 す る 場 合

に は 、 特 定 教 育 ・ 保 育 に は 特 別 利 用 保

育 を 、 施 設 型 給 付 費 に は 特 例 施 設 型 給

付 費 （ 法 第 ２ ８ 条 第 １ 項 の 特 例 施 設 型

給 付 費 を い う 。 次 条 第 ３ 項 に お い て 同

じ 。）を 、そ れ ぞ れ 含 む も の と し て 、こ

の 章 （ 第 ７ 条 第 ３ 項 、 第 ８ 条 第 ２ 項 及

び 第 ２ ７ 条 を 除 く 。） の 規 定 を 適 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ７ 条 第 ２ 項

中 「 認 定 こ ど も 園 及 び 幼 稚 園 」 と あ る

の は 「 特 別 利 用 保 育 を 提 供 し て い る 施

設 」と 、「同 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子

ど も に 」 と あ る の は 「 同 号 又 は 同 項 第

２ 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 」

と 、 第 １ ４ 条 第 ２ 項 中 「 第 ２ ７ 条 第 ３

項 第 １ 号 に 掲 げ る 額 」 と あ る の は 「 第

２ ８ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 内 閣 総 理 大 臣 が

定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 」

と 、 同 条 第 ４ 項 第 ３ 号 イ （ア）中 「 教 育 ・

保 育 給 付 認 定 子 ど も 」 と あ る の は 「 教

育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も（ 特 別 利 用 保
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改 正 案 現 行

を 除 く 。）」 と 、 同 号 イ （イ）中 「 除 く 」 と

〇 あ る の は 「 除 き 、 特 別 利 用 保 育 を 受 け

〇 る 者 を 含 む 」 と す る 。  

（ 特 別 利 用 教 育 の 基 準 ）

第 ３ ７ 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 が 、 第 １ 項 の 規

定 に よ り 特 別 利 用 教 育 を 提 供 す る 場 合

に は 、 特 定 教 育 ・ 保 育 に は 特 別 利 用 教

育 を 、 施 設 型 給 付 費 に は 特 例 施 設 型 給

付 費 を 、 そ れ ぞ れ 含 む も の と し て 、 こ

の 章 （ 第 ７ 条 第 ３ 項 及 び 第 ８ 条 第 ２ 項

を 除 く 。）の 規 定 を 適 用 す る 。こ の 場 合

に お い て 、 第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 法 第 １ ９

条 第 １ 項 第 １ 号 」 と あ る の は 「 法 第

１ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」と 、「同 号 に 掲 げ

る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 」 と あ る の は

「 同 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 小 学

校 就 学 前 子 ど も に 」 と 、 第 １ ４ 条 第 ２

項 中 「 第 ２ ７ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 掲 げ る

額 」 と あ る の は 「 第 ２ ８ 条 第 ２ 項 第 ３

号 の 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り

算 定 し た 費 用 の 額 」 と 、 同 条 第 ４ 項 第

３ 号 イ （ア）中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど

も 」 と あ る の は 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

子 ど も （ 特 別 利 用 教 育 を 受 け る 者 を 含

む 。）」 と 、 同 号 イ （イ）中 「 を 除 く 」 と あ

る の は 「 及 び 特 別 利 用 教 育 を 受 け る 者

を 除 く 」 と す る 。  

（ 準 用 ）  

第 ５ ３ 条  第 ９ 条 、第 １ ０ 条 、第 １ ２ 条 、

第 １ ３ 条 、 第 １ ５ 条 、 第 １ ８ 条 か ら 第

２ ０ 条 ま で 及 び 第 ２ ４ 条 か ら 第 ３ ４ 条

ま で の 規 定 は 、特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 、

特 定 地 域 型 保 育 事 業 所 及 び 特 定 地 域 型

保 育 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 第 １ ２ 条 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認

定 子 ど も 」 と あ る の は 「 教 育 ・ 保 育 給

付 認 定 子 ど も （ 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子

ど も に 限 り 、 特 定 満 ３ 歳 以 上 保 育 認 定

子 ど も を 除 く 。以 下 こ の 節 に お い て 同  

じ 。）」 と 、 第 １ ３ 条 の 見 出 し 中 「 特 定  

育 を 受 け る 者 を 除 く 。）」 と 、 同 号 イ （イ）

中 「 除 く 」 と あ る の は 「 除 き 、 特 別 利

用 保 育 を 受 け る 者 を 含 む 」 と す る 。  

（ 特 別 利 用 教 育 の 基 準 ）  

第 ３ ７ 条  （ 略 ）

２ （ 略 ）  

３ 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 が 、 第 １ 項 の 規

定 に よ り 特 別 利 用 教 育 を 提 供 す る 場 合

に は 、 特 定 教 育 ・ 保 育 に は 特 別 利 用 教

育 を 、 施 設 型 給 付 費 に は 特 例 施 設 型 給

付 費 を 、 そ れ ぞ れ 含 む も の と し て 、 こ

の 章 （ 第 ７ 条 第 ３ 項 、 第 ８ 条 第 ２ 項 及

び 第 ２ ７ 条 を 除 く 。） の 規 定 を 適 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ７ 条 第 ２ 項

中 「 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」 と あ る

の は 「 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 と 、

「 同 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も

に 」 と あ る の は 「 同 項 第 １ 号 又 は 第 ２

号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 」と 、

第 １ ４ 条 第 ２ 項 中 「 第 ２ ７ 条 第 ３ 項 第

１ 号 に 掲 げ る 額 」 と あ る の は 「 第 ２ ８

条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め

る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 」 と 、

同 条 第 ４ 項 第 ３ 号 イ （ア）中 「 教 育 ・ 保 育

給 付 認 定 子 ど も 」 と あ る の は 「 教 育 ・

保 育 給 付 認 定 子 ど も （ 特 別 利 用 教 育 を

受 け る 者 を 含 む 。）」と 、同 号 イ （イ）中「 を

除 く 」 と あ る の は 「 及 び 特 別 利 用 教 育

を 受 け る 者 を 除 く 」 と す る 。

（ 準 用 ）  

第 ５ ３ 条  第 ９ 条 、第 １ ０ 条 、第 １ ２ 条 、

第 １ ３ 条 、 第 １ ５ 条 、 第 １ ８ 条 か ら 第

２ ０ 条 ま で 、 第 ２ ４ 条 か ら 第 ２ ６ 条 ま

で 及 び 第 ２ ８ 条 か ら 第 ３ ４ 条 ま で の 規

定 は 、 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 、 特 定 地

域 型 保 育 事 業 所 及 び 特 定 地 域 型 保 育 に

つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 １ ２ 条 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど

も 」 と あ る の は 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

子 ど も （ 満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も に

限 り 、特 定 満 ３ 歳 以 上 保 育 認 定 子 ど も

を 除 く 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。）」  
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改 正 案 現 行

教 育 ・ 保 育 」 と あ る の は 「 特 定 地 域 型

保 育 」と 、同 条 中「 特 定 教 育・ 保 育 を 」

と あ る の は 「 特 定 地 域 型 保 育 を 」 と 、

第 １ ５ 条 の 見 出 し 中 「 施 設 型 給 付 費

等 」と あ る の は「 地 域 型 保 育 給 付 費 等 」

と 、 同 条 第 １ 項 中 「 施 設 型 給 付 費 （ 法

第 ２ ７ 条 第 １ 項 の 施 設 型 給 付 費 を い

う 。 以 下 こ の 項 、 第 ２ ０ 条 及 び 第 ３ ７

条 第 ３ 項 」 と あ る の は 「 地 域 型 保 育 給

付 費（ 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 地 域 型 保 育

給 付 費 を い う 。以 下 こ の 項 及 び 第 ２ ０

条 」 と 、「 施 設 型 給 付 費 の 」 と あ る の

は 「 地 域 型 保 育 給 付 費 の 」 と 、 同 条 第

２ 項 中 「 特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 証 明 書 」

と あ る の は「 特 定 地 域 型 保 育 提 供 証 明

書 」 と 、 第 ２ ０ 条 中 「 施 設 型 給 付 費 」

と あ る の は 「 地 域 型 保 育 給 付 費 」 と 読

み 替 え る も の と す る 。

（ 特 別 利 用 地 域 型 保 育 の 基 準 ）

第 ５ ４ 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 、 第 １ 項 の

規 定 に よ り 特 別 利 用 地 域 型 保 育 を 提 供

す る 場 合 に は 、 特 定 地 域 型 保 育 に は 特

別 利 用 地 域 型 保 育 を 、 地 域 型 保 育 給 付

費 に は 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 （ 法 第

３ ０ 条 第 １ 項 の 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費

を い う 。次 条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。）を 、

そ れ ぞ れ 含 む も の と し て 、 こ の 章 （ 第

４ ３ 条 第 ２ 項 を 除 き 、 前 条 に お い て 準

用 す る 第 ９ 条 か ら 第 １ ５ 条 ま で （ 第

１ １ 条 及 び 第 １ ４ 条 を 除 く 。 次 条 第 ３

項 に お い て 同 じ 。）、 第 １ ８ 条 か ら 第

２ ０ 条 ま で 及 び 第 ２ ４ 条 か ら 第 ３ ４ 条

ま で を 含 む 。）の 規 定 を 適 用 す る 。こ の

場 合 に お い て 、 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 中 「 第

１ ９ 条 第 １ 項 第 ３ 号 」 と あ る の は 「 第

１ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 」と 、「満 ３ 歳 未 満

保 育 認 定 子 ど も （ 特 定 満 ３ 歳 以 上 保 育

認 定 子 ど も を 除 く 。 以 下 こ の 章 に お い

て 同 じ 。）」 と あ る の は 「 同 号 又 は 同 項

第 ３

と 、 第 １ ３ 条 の 見 出 し 中 「 特 定 教 育 ・

保 育 」 と あ る の は 「 特 定 地 域 型 保 育 」

と 、 同 条 中 「 特 定 教 育 ・ 保 育 を 」 と あ

る の は 「 特 定 地 域 型 保 育 を 」 と 、 第

１ ５ 条 の 見 出 し 中 「 施 設 型 給 付 費 等 」

と あ る の は「 地 域 型 保 育 給 付 費 等 」と 、

同 条 第 １ 項 中 「 施 設 型 給 付 費 （ 法 第

２ ７ 条 第 １ 項 の 施 設 型 給 付 費 を い う 。

以 下 こ の 項 、第 ２ ０ 条 及 び 第 ３ ７ 条 第

３ 項 」 と あ る の は 「 地 域 型 保 育 給 付 費

（ 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 地 域 型 保 育 給

付 費 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 ２ ０

条 」 と 、「 施 設 型 給 付 費 の 」 と あ る の

は 「 地 域 型 保 育 給 付 費 の 」 と 、 同 条 第

２ 項 中 「 特 定 教 育 ・ 保 育 提 供 証 明 書 」

と あ る の は「 特 定 地 域 型 保 育 提 供 証 明

書 」 と 、 第 ２ ０ 条 中 「 施 設 型 給 付 費 」

と あ る の は 「 地 域 型 保 育 給 付 費 」 と 読

み 替 え る も の と す る 。

 （ 特 別 利 用 地 域 型 保 育 の 基 準 ）

第 ５ ４ 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 が 、 第 １ 項 の

規 定 に よ り 特 別 利 用 地 域 型 保 育 を 提 供

す る 場 合 に は 、 特 定 地 域 型 保 育 に は 特

別 利 用 地 域 型 保 育 を 、 地 域 型 保 育 給 付

費 に は 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費 （ 法 第

３ ０ 条 第 １ 項 の 特 例 地 域 型 保 育 給 付 費

を い う 。次 条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。）を 、

そ れ ぞ れ 含 む も の と し て 、 こ の 章 （ 第

４ ３ 条 第 ２ 項 を 除 き 、 前 条 に お い て 準

用 す る 第 ９ 条 か ら 第 １ ５ 条 ま で （ 第

１ １ 条 及 び 第 １ ４ 条 を 除 く 。 次 条 第 ３

項 に お い て 同 じ 。）、 第 １ ８ 条 か ら 第

２ ０ 条 ま で 、 第 ２ ４ 条 か ら 第 ２ ６ 条 ま

で 及 び 第 ２ ８ 条 か ら 第 ３ ４ 条 ま で を 含

む 。）の 規 定 を 適 用 す る 。こ の 場 合 に お

い て 、 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ９ 条 第

１ 項 第 ３ 号 」 と あ る の は 「 第 １ ９ 条 第

１ 項 第 １ 号 」と 、「満 ３ 歳 未 満 保 育 認 定

子 ど も （ 特 定 満 ３ 歳 以 上 保 育 認 定 子 ど

も を 除 く 。以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。）」
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改 正 案 現 行

 第 ３ 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も

に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も

（ 第 ５ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 特 定

利 用 地 域 型 保 育 を 提 供 す る 場 合 に あ

っ て は 、当 該 特 定 利 用 地 域 型 保 育 の 対

象 と な る 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に

掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す

る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も を 含

む 。）」 と 、「 法 第 ２ ０ 条 第 ４ 項 の 規 定

に よ る 認 定 に 基 づ き 、保 育 の 必 要 の 程

度 及 び 家 族 等 の 状 況 を 勘 案 し 、保 育 を

受 け る 必 要 性 が 高 い と 認 め ら れ る 満

３ 歳 未 満 保 育 認 定 子 ど も が 優 先 的 に

利 用 で き る よ う 」 と あ る の は 「 抽 選 、

申 込 み を 受 け た 順 序 に よ り 決 定 す る

方 法 、当 該 特 定 地 域 型 保 育 事 業 者 の 保

育 に 関 す る 理 念 、基 本 方 針 等 に 基 づ く

選 考 そ の 他 公 正 な 方 法 に よ り 」 と 、 第

４ ６ 条 第 １ 項 中 「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定

保 護 者 」 と あ る の は 「 教 育 ・ 保 育 給 付

認 定 保 護 者（ 特 別 利 用 地 域 型 保 育 の 対

象 と な る 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 に

掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す

る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も に 係 る 教

育・保 育 給 付 認 定 保 護 者 を 除 く 。）」と 、

同 条 第 ２ 項 中「 第 ２ ９ 条 第 ３ 項 第 １ 号

に 掲 げ る 額 」 と あ る の は 「 第 ３ ０ 条 第

２ 項 第 ２ 号 の 内 閣 総 理 大 臣 が 定 め る

基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 」 と 、 同

条 第 ３ 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 前

項 」 と 、 同 条 第 ４ 項 中 「 前 ３ 項 」 と あ

る の は 「 前 ２ 項 」 と 、「 掲 げ る 費 用 」

と あ る の は「 掲 げ る 費 用 及 び 食 事 の 提

供（ 第 １ ４ 条 第 ４ 項 第 ３ 号 ア 又 は イ に

掲 げ る も の を 除 く 。） に 要 す る 費 用 」

と 、 同 条 第 ５ 項 中 「 前 各 項 」 と あ る の

は 「 前 ３ 項 」 と す る 。

と あ る の は「 同 号 又 は 同 項 第 ３ 号 に 掲

げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る

教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 子 ど も （ 第 ５ ５ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 特 定 利 用 地 域 型

保 育 を 提 供 す る 場 合 に あ っ て は 、当 該

特 定 利 用 地 域 型 保 育 の 対 象 と な る 法

第 １ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 小 学

校 就 学 前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育

給 付 認 定 子 ど も を 含 む 。）」 と 、「 法 第

２ ０ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 認 定 に 基

づ き 、保 育 の 必 要 の 程 度 及 び 家 族 等 の

状 況 を 勘 案 し 、保 育 を 受 け る 必 要 性 が

高 い と 認 め ら れ る 満 ３ 歳 未 満 保 育 認

定 子 ど も が 優 先 的 に 利 用 で き る よ う 」

と あ る の は 「 抽 選 、 申 込 み を 受 け た 順

序 に よ り 決 定 す る 方 法 、当 該 特 定 地 域

型 保 育 事 業 者 の 保 育 に 関 す る 理 念 、基

本 方 針 等 に 基 づ く 選 考 そ の 他 公 正 な

方 法 に よ り 」と 、第 ４ ６ 条 第 １ 項 中「 教

育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 」 と あ る の は

「 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保 護 者 （ 特 別 利

用 地 域 型 保 育 の 対 象 と な る 法 第 １ ９

条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学

前 子 ど も に 該 当 す る 教 育 ・ 保 育 給 付 認

定 子 ど も に 係 る 教 育 ・ 保 育 給 付 認 定 保

護 者 を 除 く 。）」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第

２ ９ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 額 」と あ

る の は「 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 の 内 閣

総 理 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し

た 費 用 の 額 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 ２

項 」 と あ る の は 「 前 項 」 と 、 同 条 第 ４

項 中 「 前 ３ 項 」 と あ る の は 「 前 ２ 項 」

と 、「 掲 げ る 費 用 」 と あ る の は 「 掲 げ

る 費 用 及 び 食 事 の 提 供（ 第 １ ４ 条 第 ４

項 第 ３ 号 ア 又 は イ に 掲 げ る も の を 除

く 。） に 要 す る 費 用 」 と 、 同 条 第 ５ 項

中 「 前 各 項 」 と あ る の は 「 前 ３ 項 」 と

す る 。  
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議案 第 ２ ３号 の 参 考資 料

熊 谷市 家 庭 的保 育 事 業等 の 設 備 及 び 運 営に 関 す る基 準 を 定め る

条例 の 一 部を 改 正 す る 条 例 案新 旧 対 照表

熊 谷市 家 庭 的保 育 事 業 等 の 設 備及 び 運 営に 関 す る基 準 を 定め る

条例 （ 平 成２ ６ 年 条例 第 ３ ０ 号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 の 非 常 災 害 対

策 ）  

第 ７ 条  （ 略 ）

（ 安 全 計 画 の 策 定 等 ）  

第 ７ 条 の ２  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 利

用 乳 幼 児 の 安 全 の 確 保 を 図 る た め 、 家

庭 的 保 育 事 業 所 等 ご と に 、 当 該 家 庭 的

保 育 事 業 所 等 の 設 備 の 安 全 点 検 、職 員 、

利 用 乳 幼 児 等 に 対 す る 事 業 所 外 で の 活

動 、 取 組 等 を 含 め た 家 庭 的 保 育 事 業 所

等 で の 生 活 そ の 他 の 日 常 生 活 に お け る

安 全 に 関 す る 指 導 、 職 員 の 研 修 及 び 訓

練 そ の 他 家 庭 的 保 育 事 業 所 等 に お け る

安 全 に 関 す る 事 項 に つ い て の 計 画 （ 以

下 こ の 条 に お い て「 安 全 計 画 」と い う 。）

を 策 定 し 、 当 該 安 全 計 画 に 従 い 必 要 な

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、職 員 に 対 し 、

安 全 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も に 、

前 項 の 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し

な け れ ば な ら な い 。

３ 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 利 用 乳 幼 児

の 安 全 の 確 保 に 関 し て 保 護 者 と の 連 携

が 図 ら れ る よ う 、 保 護 者 に 対 し 、 安 全

計 画 に 基 づ く 取 組 の 内 容 等 に つ い て 周

知 し な け れ ば な ら な い 。

４ 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 定 期 的 に 安

全 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て

安 全 計 画 の 変 更 を 行 う も の と す る 。

（ 自 動 車 を 運 行 す る 場 合 の 所 在 の 確

認 ）  

第 ７ 条 の ３  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 利

用 乳 幼 児 の 事 業 所 外 で の 活 動 、 取 組 等

の た め の 移 動 そ の 他 の 利 用 乳 幼 児 の 移

動 の た め に 自 動 車 を 運 行 す る と き は 、

利 用 乳 幼 児 の 乗 車 及 び 降 車 の 際 に 、 点

（ 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 の 非 常 災 害 対

策 ）  

第 ７ 条  （ 略 ）
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改 正 案 現 行

呼 そ の 他 の 利 用 乳 幼 児 の 所 在 を 確 実 に

把 握 す る こ と が で き る 方 法 に よ り 、 利

用 乳 幼 児 の 所 在 を 確 認 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 （ 居 宅 訪 問 型 保

育 事 業 所 を 除 く 。）は 、利 用 乳 幼 児 の 送

迎 を 目 的 と し た 自 動 車 （ 運 転 席 及 び こ

れ と 並 列 の 座 席 並 び に こ れ ら よ り 一 つ

後 方 に 備 え ら れ た 前 向 き の 座 席 以 外 の

座 席 を 有 し な い も の そ の 他 利 用 の 態 様

を 勘 案 し て こ れ と 同 程 度 に 利 用 乳 幼 児

の 見 落 と し の お そ れ が 少 な い と 認 め ら

れ る も の を 除 く 。）を 日 常 的 に 運 行 す る

と き は 、 当 該 自 動 車 に ブ ザ ー そ の 他 の

車 内 の 利 用 乳 幼 児 の 見 落 と し を 防 止 す

る 装 置 を 備 え 、 こ れ を 用 い て 前 項 に 定

め る 所 在 の 確 認 （ 利 用 乳 幼 児 の 降 車 の

際 に 限 る 。） を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ 他 の 社 会 福 祉 施 設 等 を 併 せ て 設 置

す る と き の 設 備 及 び 職 員 の 基 準 ）  

第 １ ０ 条  家 庭 的 保 育 事 業 所 等 は 、 他 の

社 会 福 祉 施 設 等 を 併 せ て 設 置 す る と き

は 、 そ の 行 う 保 育 に 支 障 が な い 場 合 に

限 り 、 必 要 に 応 じ 当 該 家 庭 的 保 育 事 業

所 等 の 設 備 及 び 職 員 の 一 部 を 併 せ て 設

置 す る 他 の 社 会 福 祉 施 設 等 の 設 備 及 び

職 員 に 兼 ね る こ と が で き る 。  

第 １ ３ 条 削 除

（ 衛 生 管 理 等 ）

第 １ ４ 条 （ 略 ）

２ 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 家 庭 的 保 育

事 業 所 等 に お い て 感 染 症 又 は 食 中 毒 が

発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な い よ う に 、 職

員 に 対 し 、 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及

（ 他 の 社 会 福 祉 施 設 等 を 併 せ て 設 置

す る と き の 設 備 及 び 職 員 の 基 準 ）  

第 １ ０ 条  家 庭 的 保 育 事 業 所 等 は 、 他 の

社 会 福 祉 施 設 等 を 併 せ て 設 置 す る と き

は 、 必 要 に 応 じ 当 該 家 庭 的 保 育 事 業 所

等 の 設 備 及 び 職 員 の 一 部 を 併 せ て 設 置

す る 他 の 社 会 福 祉 施 設 等 の 設 備 及 び 職

員 に 兼 ね る こ と が で き る 。 た だ し 、 保

育 室 及 び 各 事 業 所 に 特 有 の 設 備 並 び に

利 用 乳 幼 児 の 保 育 に 直 接 従 事 す る 職 員

に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 懲 戒 に 係 る 権 限 の 濫 用 禁 止 ）  

第 １ ３ 条  家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 利 用

乳 幼 児 に 対 し 法 第 ４ ７ 条 第 ３ 項 本 文 の

規 定 に よ り 懲 戒 に 関 し そ の 利 用 乳 幼 児

の 福 祉 の た め に 必 要 な 措 置 を 採 る と き

は 、 身 体 的 苦 痛 を 与 え 、 人 格 を 辱 め る

等 そ の 権 限 を 濫 用 し て は な ら な い 。  

（ 衛 生 管 理 等 ）

第 １ ４ 条 （ 略 ）

２ 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、 家 庭 的 保 育

事 業 所 等 に お い て 感 染 症 又 は 食 中 毒 が

発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な い よ う に 必 要

な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら
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改 正 案 現 行

び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感

染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の

訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る よ う 努 め な け

れ ば な ら な い 。

３ ～ ５ （ 略 ）

附 則

１ ～ １ ０ （ 略 ）

（ 自 動 車 を 運 行 す る 場 合 の 所 在 の 確

認 に 係 る 経 過 措 置 ）  

１ １  第 ７ 条 の ３ 第 ２ 項 の 適 用 に つ い て

は 、 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 に お い て 利 用

乳 幼 児 の 送 迎 を 目 的 と し た 自 動 車 を 日

常 的 に 運 行 す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 自

動 車 に 同 項 に 規 定 す る ブ ザ ー そ の 他 の

車 内 の 利 用 乳 幼 児 の 見 落 と し を 防 止 す

る 装 置 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 ブ ザ ー

等 」と い う 。）を 備 え る こ と 及 び こ れ を

用 い る こ と に つ き 困 難 な 事 情 が あ る と

き は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 、

当 該 自 動 車 に ブ ザ ー 等 を 備 え な い こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 利 用 乳

幼 児 の 送 迎 を 目 的 と し た 自 動 車 を 日 常

的 に 運 行 す る 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 は 、

ブ ザ ー 等 の 設 置 に 代 わ る 措 置 を 講 じ て

利 用 乳 幼 児 の 所 在 の 確 認 を 行 わ な け れ

ば な ら な い 。

な い 。

３ ～ ５ （ 略 ）

附 則

１ ～ １ ０ （ 略 ）

ー21ー



議案 第 ２ ４号 の 参 考資 料

熊 谷 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

を定 め る 条例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 案新 旧 対 照表

熊 谷 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

を定 め る 条例 （ 平 成 ２ ６ 年 条例 第 ３ １号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 の 非 常

災 害 対 策 ）  

第 ６ 条  （ 略 ）

（ 安 全 計 画 の 策 定 等 ）  

第 ６ 条 の ２  放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者

は 、 利 用 者 の 安 全 の 確 保 を 図 る た め 、

放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 所 ご と に 、 当

該 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 所 の 設 備 の

安 全 点 検 、 職 員 、 利 用 者 等 に 対 す る 事

業 所 外 で の 活 動 、 取 組 等 を 含 め た 放 課

後 児 童 健 全 育 成 事 業 所 で の 生 活 そ の 他

の 日 常 生 活 に お け る 安 全 に 関 す る 指

導 、 職 員 の 研 修 及 び 訓 練 そ の 他 放 課 後

児 童 健 全 育 成 事 業 所 に お け る 安 全 に 関

す る 事 項 に つ い て の 計 画 （ 以 下 こ の 条

に お い て「 安 全 計 画 」と い う 。）を 策 定

し 、 当 該 安 全 計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を

講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 は 、 職 員

に 対 し 、 安 全 計 画 に つ い て 周 知 す る と

と も に 、 前 項 の 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的

に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。

３ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 は 、 利 用

者 の 安 全 の 確 保 に 関 し て 保 護 者 と の 連

携 が 図 ら れ る よ う 、 保 護 者 に 対 し 、 安

全 計 画 に 基 づ く 取 組 の 内 容 等 に つ い て

周 知 し な け れ ば な ら な い 。

４ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 は 、 定 期

的 に 安 全 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に

応 じ て 安 全 計 画 の 変 更 を 行 う も の と す

る 。

（ 自 動 車 を 運 行 す る 場 合 の 所 在 の 確

認 ）  

第 ６ 条 の ３  放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者

は 、 利 用 者 の 事 業 所 外 で の 活 動 、 取 組

等 の た め の 移 動 そ の 他 の 利 用 者 の 移 動

（ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 の 非 常

災 害 対 策 ）  

第 ６ 条  （ 略 ）
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改 正 案 現 行

の た め に 自 動 車 を 運 行 す る と き は 、 利

用 者 の 乗 車 及 び 降 車 の 際 に 、 点 呼 そ の

他 の 利 用 者 の 所 在 を 確 実 に 把 握 す る こ

と が で き る 方 法 に よ り 、 利 用 者 の 所 在

を 確 認 し な け れ ば な ら な い 。

（ 虐 待 等 の 禁 止 ）

第 １ ２ 条  （ 略 ）  

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ）  

第 １ ２ 条 の ２  放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業

者 は 、 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 所 ご と

に 、 感 染 症 や 非 常 災 害 の 発 生 時 に お い

て 、 利 用 者 に 対 す る 支 援 の 提 供 を 継 続

的 に 実 施 す る た め の 、 及 び 非 常 時 の 体

制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画

（ 以 下 こ の 条 に お い て「 業 務 継 続 計 画 」

と い う 。）を 策 定 し 、当 該 業 務 継 続 計 画

に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。

２ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 は 、 職 員

に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す

る と と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定

期 的 に 実 施 す る よ う 努 め な け れ ば な ら

な い 。

３ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 は 、 定 期

的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必

要 に 応 じ て 業 務 継 続 計 画 の 変 更 を 行 う

よ う 努 め る も の と す る 。

（ 衛 生 管 理 等 ）

第 １ ３ 条 （ 略 ）

２ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 は 、 放 課

後 児 童 健 全 育 成 事 業 所 に お い て 感 染 症

又 は 食 中 毒 が 発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な

い よ う に 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 及 び 食

中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の

研 修 並 び に 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の

防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る

よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ （ 略 ）

（ 虐 待 等 の 禁 止 ）

第 １ ２ 条  （ 略 ）  

（ 衛 生 管 理 等 ）

第 １ ３ 条 （ 略 ）

２ 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 者 は 、 放 課

後 児 童 健 全 育 成 事 業 所 に お い て 感 染 症

又 は 食 中 毒 が 発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な

い よ う に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

３ （ 略 ）
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議案 第 ２ ５号 の 参 考資 料

熊 谷市 個 人 番号 の 利 用 に 関 す る条 例 の 一部 を 改 正す る 条 例案 新

旧対 照 表

熊谷市個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第４１号） 

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 個 人 番 号 の 利 用 範 囲 ）

第 ３ 条  法 第 ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 個 人

番 号 を 利 用 す る こ と が で き る 条 例 で 定

め る 事 務 は 、別 表 第 １ の 左 欄 に 掲 げ る 執

行 機 関 が 行 う 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 事 務

及 び 市 の 執 行 機 関 が 行 う 法 別 表 第 ２ の

第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 と す る 。

２  別 表 第 ２ の 左 欄 に 掲 げ る 執 行 機 関 は 、

同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た

め に 必 要 な 限 度 で 、同 表 の 右 欄 に 掲 げ る

特 定 個 人 情 報 で あ っ て 当 該 執 行 機 関 が

保 有 す る も の を 利 用 す る こ と が で き る 。

た だ し 、法 の 規 定 に よ り 、情 報 提 供 ネ ッ

ト ワ ー ク シ ス テ ム を 使 用 し て 他 の 個 人

番 号 利 用 事 務 実 施 者 か ら 当 該 特 定 個 人

情 報 の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。

３  市 の 執 行 機 関 は 、法 別 表 第 ２ の 第 ２ 欄

に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め に 必 要 な

限 度 で 、法 別 表 第 ２ の 第 ４ 欄 に 掲 げ る 特

定 個 人 情 報 で あ っ て 自 ら が 保 有 す る も

の を 利 用 す る こ と が で き る 。た だ し 、法

の 規 定 に よ り 、情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ

ス テ ム を 使 用 し て 他 の 個 人 番 号 利 用 事

務 実 施 者 か ら 当 該 特 定 個 人 情 報 の 提 供

を 受 け る こ と が で き る 場 合 は 、こ の 限 り

で な い 。

４  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の

利 用 が で き る 場 合 に お い て 、 他 の 条 例 、

規 則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特

定 個 人 情 報 と 同 一 の 内 容 の 情 報 を 含 む

書 面 の 提 出 が 義 務 付 け ら れ て い る と き

は 、当 該 書 面 の 提 出 が あ っ た も の と み な

す 。

（ 委 任 ）

第 ４ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 規 則 で 定 め る 。

（ 個 人 番 号 の 利 用 ）

第 ３ 条  法 第 ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 個 人

番 号 を 利 用 す る こ と が で き る 条 例 で 定

め る 事 務 は 、市 の 執 行 機 関 が 行 う 法 別 表

第 ２ の 第 ２ 欄 に 掲 げ る 事 務 と す る 。

２  市 の 執 行 機 関 は 、前 項 の 事 務 を 処 理 す

る た め に 必 要 な 限 度 で 、法 別 表 第 ２ の 第

４ 欄 に 掲 げ る 特 定 個 人 情 報 で あ っ て 自

ら が 保 有 す る も の を 利 用 す る こ と が で

き る 。た だ し 、法 第 １ ９ 条 第 ８ 号 の 規 定

に よ り 、情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

を 使 用 し て 他 の 個 人 番 号 利 用 事 務 実 施

者 か ら 当 該 特 定 個 人 情 報 の 提 供 を 受 け

る こ と が で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。

３  前 項 の 規 定 に よ る 特 定 個 人 情 報 の 利

用 が で き る 場 合 に お い て 、他 の 条 例 、規

則 そ の 他 の 規 程 の 規 定 に よ り 当 該 特 定

個 人 情 報 と 同 一 の 内 容 の 情 報 を 含 む 書

面 の 提 出 が 義 務 付 け ら れ て い る と き は 、

当 該 書 面 の 提 出 が あ っ た も の と み な す 。 
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改 正 案 現 行

 別 表 第 １ （ 第 ３ 条 関 係 ）

執行機関 事 務

市 長 生 活 保 護 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律

第 １ ４ ４ 号 ）に 準 じ て 行 う 生

活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す

る 生 活 保 護 の 措 置 に 関 す る

事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る

も の

別 表 第 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）

執行機関 事 務 特 定 個 人 情 報

市 長 生 活 保 護 法 に

準 じ て 行 う 生

活 に 困 窮 す る

外 国 人 に 対 す

る 生 活 保 護 の

措 置 に 関 す る

事 務 で あ っ て

規 則 で 定 め る

も の

地 方 税 関 係 情

報 で あ っ て 規

則 で 定 め る も

の

生 活 保 護 関 係

情 報 で あ っ て

規 則 で 定 め る

も の

医 療 保 険 給 付

関 係 情 報 で あ

っ て 規 則 で 定

め る も の

児 童 扶 養 手 当

関 係 情 報 で あ

っ て 規 則 で 定

め る も の

母 子 及 び 父 子

並 び に 寡 婦 福

祉 法（ 昭 和 ３ ９

年 法 律 第 １ ２ ９

号 ）に よ る 給 付

金 の 支 給 に 関

す る 情 報 で あ

っ て 規 則 で 定

め る も の

特 別 児 童 扶 養

手 当 等 の 支 給

に 関 す る 法 律

（ 昭 和 ３ ９ 年

法 律 第 １ ３ ４

号 ）に よ る 障 害
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改 正 案 現 行

児 福 祉 手 当 若

し く は 特 別 障

害 者 手 当 又 は

国 民 年 金 法 等

の 一 部 を 改 正

す る 法 律（ 昭 和

６ ０ 年 法 律 第

３ ４ 号 ）附 則 第

９ ７ 条 第 １ 項 の 

福 祉 手 当 の 支

給 に 関 す る 情

報 で あ っ て 規

則 で 定 め る も の

母 子 保 健 法（ 昭

和 ４ ０ 年 法 律

第 １ ４ １ 号 ）に

よ る 養 育 医 療

の 給 付 又 は 養

育 医 療 に 要 す

る 費 用 の 支 給

に 関 す る 情 報

で あ っ て 規 則

で 定 め る も の 

児 童 手 当 関 係

情 報 で あ っ て

規 則 で 定 め る

も の

介 護 保 険 給 付

等 関 係 情 報 で

あ っ て 規 則 で

定 め る も の 

障 害 者 自 立 支

援 給 付 関 係 情

報 で あ っ て 規

則 で 定 め る も の

中 国 残 留 邦 人

等 支 援 給 付 等

関 係 情 報 で あ

っ て 規 則 で 定

め る も の
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円 円 円

円 円 円

順
位

順
位

2 2

4

3 2

円 円 円

　松坂屋建材㈱

　㈱オキナヤ

　大和建設㈱

金額

入　　札　　額

金額

1
円

第２回

　㈱時田工務店

310,000,000

辞退

260,000,000

田部井建設㈱ 217,000,000 21,700,000 238,700,000

10

落　 札　 業　 者
落 札 金 額

入 札 金 額 消費税等の額 合 計

8

9

6

7

228,000,000

辞退

228,000,000

4

5

第１回

2

3

238,000,000

1 1 落札

業 者 名
番

号

結

果

円

233,000,000 217,000,000　田部井建設㈱

入 札 書 比較 価格 最低制限価格の100/110

22,870,000 228,700,000 210,404,000

う ち 消 費 税 等 の 額

入 札 年 月 日
第１回　令和５年１月２６日
第２回　令和５年１月２７日

予 定 価 格 最 低 制 限 価 格

251,570,000 251,570,000 231,444,400

入 札 対 象 額

議案第２８号の参考資料

業　者　名　及　び　入　札　結　果

工 事 名 熊谷市立江南体育館耐震補強建築工事

工 事 場 所 熊谷市江南中央二丁目３番地１
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１ 工 事 名  熊谷市立江南体育館耐震補強建築工事 
 
２ 工事場所  熊谷市江南中央二丁目３番地１ 
 
３ 工事概要 
‘⑴ 耐震補強 

‘⑵ 外壁改修 

‘⑶ 屋上防水改修 

   

４ 建物概要 
構 造  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上２階建て 
面 積  延べ面積 ２３７４．４７㎡ 
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市立江南中学校市立江南中学校市立江南中学校市立江南中学校市立江南中学校市立江南中学校市立江南中学校

江南行政センター江南行政センター江南行政センター江南行政センター江南行政センター江南行政センター江南行政センター

県道熊谷小川秩
父線

県道熊谷小川秩
父線

県道熊谷小川秩
父線

県道熊谷小川秩
父線県道熊谷小川秩
父線

県道熊谷小川秩
父線

県道熊谷小川秩
父線

案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図

ＮＮＮＮＮＮＮ

工事場所：熊谷市江南中央二丁目３番地１工事場所：熊谷市江南中央二丁目３番地１工事場所：熊谷市江南中央二丁目３番地１工事場所：熊谷市江南中央二丁目３番地１工事場所：熊谷市江南中央二丁目３番地１工事場所：熊谷市江南中央二丁目３番地１工事場所：熊谷市江南中央二丁目３番地１

　熊谷市立江南体育館　熊谷市立江南体育館　熊谷市立江南体育館　熊谷市立江南体育館　熊谷市立江南体育館　熊谷市立江南体育館　熊谷市立江南体育館
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熊谷市立江南体育館熊谷市立江南体育館熊谷市立江南体育館熊谷市立江南体育館熊谷市立江南体育館熊谷市立江南体育館熊谷市立江南体育館

配置図　縮尺：1/500配置図　縮尺：1/500配置図　縮尺：1/500配置図　縮尺：1/500配置図　縮尺：1/500配置図　縮尺：1/500配置図　縮尺：1/500

ＮＮＮＮＮＮＮ
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２階２階２階２階２階２階２階

押 入押 入押 入押 入押 入押 入押 入

第２会議室第２会議室第２会議室第２会議室第２会議室第２会議室第２会議室 第１会議室第１会議室第１会議室第１会議室第１会議室第１会議室第１会議室
休養室休養室休養室休養室休養室休養室休養室

男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ
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機械室屋根機械室屋根機械室屋根機械室屋根機械室屋根機械室屋根機械室屋根

折板屋根【新設】折板屋根【新設】折板屋根【新設】折板屋根【新設】折板屋根【新設】折板屋根【新設】折板屋根【新設】
PC板屋根【撤去】PC板屋根【撤去】PC板屋根【撤去】PC板屋根【撤去】PC板屋根【撤去】PC板屋根【撤去】PC板屋根【撤去】

庇受補強【新設】庇受補強【新設】庇受補強【新設】庇受補強【新設】庇受補強【新設】庇受補強【新設】庇受補強【新設】

PC板壁【撤去】、角波鋼板壁【新設】PC板壁【撤去】、角波鋼板壁【新設】PC板壁【撤去】、角波鋼板壁【新設】PC板壁【撤去】、角波鋼板壁【新設】PC板壁【撤去】、角波鋼板壁【新設】PC板壁【撤去】、角波鋼板壁【新設】PC板壁【撤去】、角波鋼板壁【新設】

柱脚補強位置柱脚補強位置柱脚補強位置柱脚補強位置柱脚補強位置柱脚補強位置柱脚補強位置

鉄骨軸ﾌﾞﾚｰｽ補強位置鉄骨軸ﾌﾞﾚｰｽ補強位置鉄骨軸ﾌﾞﾚｰｽ補強位置鉄骨軸ﾌﾞﾚｰｽ補強位置鉄骨軸ﾌﾞﾚｰｽ補強位置鉄骨軸ﾌﾞﾚｰｽ補強位置鉄骨軸ﾌﾞﾚｰｽ補強位置

軽量間仕切壁【新設】軽量間仕切壁【新設】軽量間仕切壁【新設】軽量間仕切壁【新設】軽量間仕切壁【新設】軽量間仕切壁【新設】軽量間仕切壁【新設】
ＡＬＣ壁【撤去】ＡＬＣ壁【撤去】ＡＬＣ壁【撤去】ＡＬＣ壁【撤去】ＡＬＣ壁【撤去】ＡＬＣ壁【撤去】ＡＬＣ壁【撤去】

小庇【新設】小庇【新設】小庇【新設】小庇【新設】小庇【新設】小庇【新設】小庇【新設】

ＮＮＮＮＮＮＮ

平面図　縮尺：1/300平面図　縮尺：1/300平面図　縮尺：1/300平面図　縮尺：1/300平面図　縮尺：1/300平面図　縮尺：1/300平面図　縮尺：1/300
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屋上防水改修
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号の参考資料

50880 未認定の道路を市道として管理したいため

議案第 ３０

認定路線調書・位置図

整理

番号
路　　線　　名 認 定 理 由

１ 市道 号線
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１

上之公園

整理

番号
路 線 名 幅  員 (m) 延  長 (m)

１ 市道 ５０８８０ 号線 4.0 22.7

起  点  上之字西ノ裏１８０９番２０地先

終  点  上之字西ノ裏１８２２番５地先

凡　例

起点

縮尺 １：２，５００ 終点

N
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